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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら
え
ま
す

▼
問
合
せ　

町
民
課☎

62

－

２
１
５
４

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
第
２
弾
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
さ
れ

た
方
へ
最
大
２
０
，
０
０
０
円
分
の
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
と
は

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
予
約
・
申
込
を

行
い
、
選
ん
だ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー

ビ
ス
で
チ
ャ
ー
ジ
や
買
物
を
す
る
と
利
用
金

額
の
25
％
分
も
ら
え
る
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

対
象
者

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
さ
れ
た
方

の
う
ち
、
第
１
弾
に
申
込
を
さ
れ
て
い
な

い
方
【
最
大
５
，
０
０
０
円
相
当
】

②
健
康
保
険
証
と
し
て
の
利
用
申
込
を
さ
れ

た
方
【
７
，
５
０
０
円
相
当
】

③
公
金
受
取
口
座
の
登
録
を
さ
れ
た
方

　

【
７
，
５
０
０
円
相
当
】

※
①
は
令
和
３
年
12
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
第
１
弾
に
申
込
を
済
ま
せ
た
方
の

う
ち
、
ま
だ
２
０
，
０
０
０
円
の
チ
ャ
ー

ジ　

や
お
買
い
物
を
行
っ
て
い
な
い
場
合

（
最
大
５
，
０
０
０
円
分
ま
で
の
ポ
イ
ン

ト
付
与
を
受
け
て
い
な
い
方
）
は
、
令
和

４
年
１
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
、
上
限

（
５
，
０
０
０
円
相
当
）
ま
で
の
ポ
イ
ン

ト
付
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の

二
重
納
付
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ　

川
越
年
金
事
務
所

☎
０
４
９

－

２
４
２

－

２
６
５
７

　

初
め
て
口
座
振
替
に
よ
る
前
納
申
し
出
を

さ
れ
た
場
合
、
シ
ス
テ
ム
処
理
の
時
期
に

よ
っ
て
、
現
金
で
納
め
る
納
付
書
が
届
い
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

前
納
保
険
料
が
口
座
振
替
さ
れ
る
前
に
現

金
で
納
付
さ
れ
た
場
合
は
、
現
金
納
付
が
優

先
さ
れ
、
口
座
振
替
に
よ
る
前
納
割
引
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。（
口
座
振
替
分
に
つ
い
て

は
、
後
日
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
還
付
手
続

き
に
つ
い
て
の
案
内
が
届
き
ま
す
）

国
民
年
金
保
険
料
を
後
払
い
で
き
る

学
生
納
付
特
例
制
度

▼
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越
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４
９

－
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４
２

－

２
６
５
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20
歳
以
上
の
方
は
、
学
生
で
あ
っ
て
も
国

民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
義
務

が
発
生
し
ま
す
。
し
か
し
、
経
済
的
に
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
保
険

料
を
後
払
い
に
で
き
る
「
学
生
納
付
特
例
」

の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

申
請
手
続
き
に
つ
い
て

　

次
の
必
要
書
類
等
を
ご
準
備
の
上
、
町
民

課
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
て
お
手

続
き
く
だ
さ
い
。

①
学
生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

②
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

③
認
印
（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不
要
）

④
会
社
な
ど
を
退
職
さ
れ
て
学
生
と
な
っ
た

方
は
次
の
い
ず
れ
か
を
添
付

・
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

・
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
喪
失
確
認
通
知

書
申
請
期
間
及
び
承
認
期
間

　

申
請
は
年
度
ご
と
に
必
要
で
す
。
令
和
４

年
度
の
申
請
及
び
承
認
期
間
は
、
令
和
４
年

４
月（
ま
た
は
20
歳
の
誕
生
月
）か
ら
令
和
５

年
３
月
ま
で
と
な
り
ま
す
。（
申
請
日
に
お

い
て
過
去
２
年
１
か
月
前
ま
で
遡
っ
て
申
請

で
き
ま
す
）

継
続
申
請

　

前
年
度
に
学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
、

今
年
度
も
引
き
続
き
同
一
の
学
校
に
在
学
期

間
が
あ
る
方
（
※
１
）
に
は
日
本
年
金
機
構

か
ら
ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書
が
送
付
さ
れ
ま

す
（
※
２
）。
こ
の
場
合
は
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
い
た
だ
き
、
返
送
し
て
い

た
だ
く
こ
と
で
申
請
が
行
え
ま
す
。

※
１　

在
学
す
る
学
校
等
が
変
わ
っ
た
方

は
、
改
め
て
窓
口
に
て
申
請
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※
２　

前
年
度
に
申
請
さ
れ
た
時
期
に
よ
っ

て
は
、
改
め
て
窓
口
に
て
申
請
を
し
て
い

た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
②
③
の
ポ
イ
ン
ト
付
与
の
開
始
時
期
は
令

和
４
年
６
月
頃
の
予
定
で
す
。
決
定
次
第

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
さ
れ
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

図
書
館
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
受
付
を
行
い
ま
す

▼
問
合
せ　

町
民
課☎

62

－

２
１
５
４

日　

時

　

４
月
28
日（
木
）　

9
時
30
分
～
16
時

持
ち
物

・
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類

・
通
知
カ
ー
ド

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

（
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
ご
予
約
時
に
申
し

出
て
く
だ
さ
い
）

予
約
方
法

　

前
日
ま
で
に
役
場
町
民
課
へ
ご
予
約
く
だ

さ
い
。

そ
の
他

・
写
真
撮
影
無
料
で
す
。

・
役
場
町
民
課
で
の
受
付
は
随
時
行
っ
て
い

ま
す
。

・
申
請
後
、
カ
ー
ド
が
で
き
る
ま
で
１
か
月

程
度
か
か
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
手
続
き
の

た
め
の
特
別
開
庁
を
実
施
し
ま
す

▼
問
合
せ　

町
民
課☎

62

－

２
１
５
４

～
平
日
の
時
間
内
に
来
庁
で
き
な
い
方
へ
～

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、
受
領
、

電
子
証
明
書
の
更
新
業
務
を
行
い
ま
す
。

　

窓
口
で
申
請
用
の
写
真
撮
影
の
サ
ー
ビ
ス

も
行
い
ま
す
（
無
料
）。

日

時　

４
月
９
日（
土
）・
23
日（
土
）

　
　
　
　

８
時
30
分
～
12
時

　
　
　
　

４
月
14
日（
木
）・
28
日（
木
）

　
　
　
　

17
時
15
分
～
19
時

※
特
別
開
庁
時
は
、
通
常
の
窓
口
業
務
（
住

民
票
等
証
明
書
の
発
行
や
住
民
異
動
の
手

続
き
）
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
で
き
る
だ
け
事
前
に
お
電
話
で
予
約
を
お

願
い
し
ま
す
。
予
約
の
な
い
方
は
待
ち
時

間
が
長
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
・
年
金
・
医
療

保
険
が
変
わ
っ
た
ら
必
ず
届
出
を
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社
会
保
険
や
共
済
な
ど
の
健
康
保
険
の
資

格
が
な
く
な
り
国
保
に
加
入
す
る
と
き
は
、

原
則
と
し
て
14
日
以
内
に
届
出
が
必
要
で

す
。
国
保
に
加
入
す
る
と
き
は
、
前
の
保
険

【
事
例
１
】

　

息
子
の
た
め
に
、
学
習
塾
の
特
別
講
習
を

契
約
し
た
。
費
用
は
受
講
料
、
テ
キ
ス
ト
代

等
で
総
額
８
万
円
、
契
約
期
間
は
４
週
間
、

支
払
い
済
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
急
に
都

合
が
悪
く
な
り
、
一
度
も
受
講
す
る
こ
と
な

く
解
約
を
申
し
出
た
が
「
規
約
の
と
お
り
一

切
返
金
し
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。

【
事
例
２
】

　

娘
を
学
習
塾
に
通
わ
せ
て
い
る
が
「
や
め

た
い
」
と
言
い
出
し
た
。
退
塾
を
申
し
出
る

と
「
辞
め
る
前
月
の
15
日
ま
で
に
申
し
出
な

い
と
、
翌
月
分
の
月
謝
は
い
た
だ
く
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。規
約
に
書
い
て
あ
り
ま
す
」

と
言
わ
れ
た
。

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

①
契
約
前
に
、
契
約
期
間
に
か
か
る
と
思
わ

れ
る
費
用
の
総
額
（
特
別
講
習
や
テ
キ
ス

ト
、
オ
プ
シ
ョ
ン
、
追
加
授
業
等
と
そ
れ

に
伴
う
追
加
費
用
の
有
無
）
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

②
規
約
・
契
約
書
は
必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

特
に
契
約
期
間
の
途
中
で
学
習
プ
ラ
ン
を

変
更
す
る
場
合
や
、
や
め
る
場
合
を
想
定

し
、
支
払
い
ま
た
は
返
金
が
ど
う
な
る
か

を
契
約
前
に
確
認
し
、
文
書
等
に
残
し
て

お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

③
消
費
者
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
不
利
な

解
約
条
件
は
無
効
に
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
す
。

　

困
っ
た
時
に
は
、
お
近
く
の
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
の
お
電
話
は
、
消

費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
「
１
８
８
番
」
へ
お
か

け
く
だ
さ
い
。

学
習
塾　
退
会
・
特
別
講
習
の

キ
ャ
ン
セ
ル
で
解
約
ト
ラ
ブ
ル
に

▼
問
合
せ　

企
業
支
援
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－

０
７
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学
習
塾
は
、
長
期
間
で
高
額
な
契
約
と
な

る
場
合
が
多
く
、
契
約
期
間
の
途
中
で
辞
め

た
い
と
な
っ
た
際
に
、
解
約
料
や
返
金
で
ト

ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

契
約
期
間
が
２
か
月
を
超
え
、
契
約
金
額

が
５
万
円
を
超
え
る
契
約
は
、
特
定
商
取
引

法
に
定
め
る
「
特
定
継
続
的
役
務
提
供
」
に

該
当
し
、
概
要
書
面
・
契
約
書
面
受
領
か
ら

８
日
間
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が
で
き
ま
す
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
が
経
過
し
た
場
合

は
、「
既
に
提
供
を
受
け
て
い
る
サ
ー
ビ
ス

の
対
価
」
と
「
解
約
料
（
法
定
金
額
）」
の

合
計
額
を
負
担
す
る
こ
と
で
中
途
解
約
が
で

き
ま
す
。
な
お
、
既
払
金
額
が
合
計
額
を
超

え
て
い
る
場
合
は
差
額
分
の
返
還
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
等
の

「
関
連
商
品
」
に
つ
い
て
も
、
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
や
中
途
解
約
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

月
謝
制
の
学
習
塾
は
１
か
月
ご
と
の
契
約

更
新
と
捉
え
ら
れ
、
基
本
的
に
は
「
特
定
継

続
的
役
務
提
供
」
に
該
当
し
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
実
態
と
し
て
２
か
月
以
上
の
契
約
で
あ

る
場
合
は
、
該
当
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

「
特
定
継
続
的
役
務
提
供
」
に
該
当
し
な

い
場
合
は
、
原
則
、
学
習
塾
の
規
約
に
従
う
こ

と
に
な
り
、
返
金
な
ど
に
法
的
な
規
制
は
な
く
、

当
事
者
間
で
話
し
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

消
費
者
コ
ー
ナ
ー

の
喪
失
日
が
わ
か
る
証
明
書
を
お
持
ち
に
な

り
、
速
や
か
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
ご
本
人
と
同
時
に
国
保
加
入
す
る
扶

養
親
族
が
い
る（
同
じ
保
険
証
を
使
っ
て
い

る
）場
合
、
親
族
の
方
の
お
名
前
と
喪
失
日

が
併
せ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
証
明
書
が
必
要

で
す
。

　

ま
た
、
社
会
保
険
に
加
入
し
て
、
国
保
を

脱
退
す
る
と
き
も
届
出
が
必
要
で
す
。
届
出

が
な
い
と
、
保
険
に
二
重
加
入
し
て
い
る
こ

と
と
な
り
、
被
保
険
者
の
方
が
保
険
税
を
二

重
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
新
し
い
社

会
保
険
の
保
険
証
・
国
保
の
保
険
証
を
お
持

ち
に
な
り
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
額
が

変
わ
り
ま
す

▼
問
合
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４

　

令
和
４
年
４
月
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料

は
月
額
１
６
，
５
９
０
円
（
前
年
度
よ
り
20

円
引
き
下
げ
）
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
一
人
当
た
り
の
賃
金
の
伸
び

率
・
物
価
に
応
じ
て
改
定
さ
れ
ま
す
。

　

年
金
を
支
え
る
力
と
給
付
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
る
た
め
に
、
皆
様
の
ご
理
解
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。


